
船舶インシデント調査報告書 

平成３１年２月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

インシデント種類 運航不能（機関故障） 

発生日時 平成３０年７月１５日 ０１時００分ごろ 

発生場所 鹿児島県志布志
し ぶ し

湾南南東方沖 

 火埼灯台から真方位１４７°８.３海里付近 

 （概位 北緯３１°０９.９′ 東経１３１°１３.１′） 

インシデントの概要  漁船第六十一若
わか

宮
みや

丸は、航行中、主機が停止し、運航不能となっ

た。 

インシデント調査の経過 平成３０年９月１１日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第六十一若宮丸、４９５トン 

 １３３０２０、株式会社マリン若宮 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

機関長、五級（機関） 

 負傷者 なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １ 

海象：波高 約１ｍ 

 インシデントの経過 本船は、船長及び機関長ほか４人が乗り組み、和歌山県串本町串本

港で活魚を積み込み、長崎県松浦市松浦港に向けて志布志湾南南東方

沖を南西進中、主機の潤滑油圧力低下の警報が鳴って主機が停止し

た。 

機関長は、直ちに主機の点検を行ったところ、油溜
だ

めに人差指大の

穿孔
せんこう

が発見され、潤滑油が漏出してビルジ溜まりに流入しているのを

認めた。 

本船は、船長が関係各所に連絡し、来援した引船にえい
．．

航されて松

浦港に向かい、鹿児島県川内湾沖で別の引船に引き継がれ、松浦港沖

に到着した。 

分析  本船は、志布志湾南南東方沖を南西進中、主機の油溜めに穿孔が生

じたことから、油溜めの潤滑油が漏出して潤滑油量が不足し、潤滑油

圧力が低下して主機の運転ができなくなり、運航不能となったものと

考えられる。 

原因 本インシデントは、夜間、本船が、志布志湾南南東方沖を南西進

中、主機の油溜めに穿孔が生じたため、油溜めの潤滑油が漏出して潤

滑油量が不足し、潤滑油圧力が低下して主機の運転ができなくなった

ことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



られる。 

 ・航行中、主機等の見回りを行い、漏えい
．．

箇所の早期発見に努める

こと。 

 


